
関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

参
照
条
文
目
次

○

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に

よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

１
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◎

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に

よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）
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（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
行
政
機
関
」
と
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定

す
る
行
政
機
関
を
い
う
。

２
～
７

（
省

略
）

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
」
と
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
本
人
の
写
真
（
本
人
の
写
真
が
表
示
さ

れ
て
い
な
い
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
。
第
十
八
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
カ
ー
ド
代
替
記
録

事
項
」
と
い
う
。
）
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び

に
当
該
電
磁
的
記
録
が
そ
の
送
信
を
行
っ
た
者
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
当
該
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
受
け
た
者
が
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
主

務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び

認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
で
あ
っ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
を
い
う
。
第
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
も
の
に
よ
り
一
体
的
に
構
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

９
～

（
省

略
）

15こ
の
法
律
に
お
い
て
「
法
人
番
号
」
と
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

16
と
し
て
指
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。


